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　　易水道事業は、み
　　なさんから納めて
いただいている水道使
用料で運営しています。
このため、水道使用料
をお支払いいただかな
いと、簡易水道施設の
安定した維持管理に支
障をきたすおそれがあ
ります。
　　では、水道使用料
　　 の未納者に対し
て、督促や訪問を中心
とした対策を実施して
いますが、それでもお
支払いいただけない場
合は、やむを得ず給水
を停止することもありますので、納入
期限内に納めていただきますようお願
いします。

　ビルやマンション、学校などの多くは、水道水を受水槽にいった
んためて給水しています。このような給水方法を「貯水槽水道」と
いい、受水槽容量により次の２種類に分けられています。

　　受水槽が 10立方㍍を超えるもの⇨簡易専用水道
　　受水槽が 10立方㍍以下のもの　⇨小規模貯水槽水道

　貯水槽水道は、水道法などにより設置者の責任で管理を行うこと
になっています。管理が悪いと水が汚染されるおそれがありますの
で、次のように適正な管理をお願いします。
　 ▼１年に１回、清掃業者による清掃を行ってください（有料）。
　 ▼１年に１回、次の登録検査機関による検査を受けてください（有
　　料）。（財）鳥取県保健事業団  （0857）23-4841

　 ▼蛇口から出る水の色、濁り、臭い、味、残留塩素の有無に注意
　　し、異常があれば水質検査をしてください。

　 ▼供給する水が人の健康を害するおそれがあるときは、直ちに給
　　水を停止し、利用者に知らせてください。

問い合わせ先

　簡易専用水道　     市役所第2庁舎農村整備課  （0857）20-3246
　小規模貯水槽水道（簡易水道区域）　　　　　　〃
　　　　〃　　   （上水道区域）　  水道局給水課  （0857）53-7933

国民健康保険料国民健康保険料の納付は
被保険者のみなさんの被保険者のみなさんの義務です！　
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支
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。
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迷
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付
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。
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付
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問い合わせ先

市役所第２庁舎農村整備課
 （0857）20-3246
各総合支所産業建設課
（10ページ上段参照）

貯水槽水道の
適正な管理をお願いします　

問い合わせ先

市役所駅南庁舎保険年金課
 （0857）20-3483
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取
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▼
休
日
納
付(
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の
開
設

　

平
日
に
納
付
が
困
難
な
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の
た

め
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日
（
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納
付

ま
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付
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。
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納
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融
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い
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も
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課
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金
融
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の
窓
口
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で
き
ま
す
。

▼
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処
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の
強
化
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る
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あ
る
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滞
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者
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な
滞
納

者
に
は
、
財
産
の
差
し
押
さ
え
な

ど
を
行
い
ま
す
。

国民健康保険は、市民の

みなさんの健康を支える

大切な制度です。
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